
根拠法令・選任の区分 機関等名 役職 氏名

会長は市町村長をもって充てる（法第４０条第２項）　 宗像市 市長 伊豆　美沙子

当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
（法第４０条第４項第１号）

福岡海上保安部 部長 末武　忠則

自衛隊に所属する者（法第４０条第４項第２号）（任命に当たって防衛大
臣の同意を得た者に限る。）

陸上自衛隊小倉駐屯地　第４0普通科連隊
第2中隊

第２中隊長 吉山　将志

当該市町村の属する都道府県の職員
（法第４０条第４項第３号）

福岡県総務部防災危機管理局 防災危機管理専門監 安武　智彦

当該市町村の属する都道府県の職員
（法第４０条第４項第３号）

福岡県北九州県土整備事務所宗像支所 支所長 櫻井　章生

当該市町村の属する都道府県の職員
（法第４０条第４項第３号）

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 所長 竹松　忠次

当該市町村の属する都道府県の職員
（法第４０条第４項第３号）

宗像警察署 署長 原田　哲也

当該市町村の副市町村長
（法第４０条第４項第４号）

宗像市 副市長 河野　克也

当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する
消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かない市町村にあっ
ては、消防団長）
（法第４０条第４項第５号）

宗像市 教育長 高宮　史郎

当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する
消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かない市町村にあっ
ては、消防団長）
（法第４０条第４項第５号）

宗像地区消防本部 消防長 永島　英親

当該市町村の職員（前二号に掲げる者を除く。）
（法第４０条第４項第６号）

宗像市 危機管理担当部長 的野　仁視

当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公
共機関の役員又は職員
（法第４０条第４項第７号）

西日本電信電話株式会社福岡支店 災害対策室室長 峰　庄次

当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公
共機関の役員又は職員
（法第４０条第４項第７号）

九州電力送配電株式会社福間配電事業所 グループ長 岩崎 康一

当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公
共機関の役員又は職員
（法第４０条第４項第７号）

宗像医師会 理事 吉村　徹

当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公
共機関の役員又は職員
（法第４０条第４項第７号）

九州旅客鉄道株式会社赤間駅 駅長 森武　晋一郎

当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公
共機関の役員又は職員
（法第４０条第４項第７号）

西鉄バス宗像株式会社 代表取締役社長 髙畠　巧

当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公
共機関の役員又は職員
（法第４０条第４項第７号）

西部ガス株式会社供給本部福岡供給部 執行役員部長 森　研二

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

宗像市消防団 団長 熊谷　浩文

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

宗像市消防団 女性班班長 伊賀　美穂

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

コミュニティ運営協議会会長会 東郷地区コミュニテイ運営協議会会長 渡辺　章

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

コミュニティ運営協議会会長会 吉武地区コミュニテイ運営協議会会長 白木　雅治

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

宗像漁業協同組合 代表理事組合長 桑村　勝士

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

日本赤十字九州国際看護大学 総務課長 福田　成秀

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

宗像市社会福祉協議会 事務局長 衣笠　哲哉

国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
法第４０条第４項第８号

むなかた男女共同参画協議会 会長 石橋　文恵

法：「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」（平成１６年６月１８日法律第百十二号）

宗像市国民保護協議会会長及び委員
（任期：令和５年１月２８日（金）まで）


